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   川崎市救急業務実施規程の一部を改正する訓令 

 川崎市救急業務実施規程（平成２３年消防局訓令第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条を次のように改める。 

 （目的） 

第１条 この規程は、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という

。）、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。以下「令」という。）、消

防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）、救急

救命士法（平成３年法律第３６号。以下「救命士法」という。）、救急救命

士法施行規則（平成３年厚生省令第４４号。以下「救命士規則」という｡）

、救急業務実施基準（昭和３９年自消甲教発第６号）及び救急隊員の行う応

急処置等の基準（昭和５３年消防庁告示第２号。以下「処置基準」という｡

）に基づき川崎市が行う救急業務の実施について、必要な事項を定めるもの

とする。 

第２条第６号を次のように改める。 

（６）救急救命士とは、救命士法第２条第２項に規定する者で、第３８条第２

項に定める教養を受けた者をいう。 

 第２条中第１４号を第１５号とし、第８号から第１３号を１号ずつ繰り下げ 

、第７号の次に次の１号を加える。 

（８）特定行為とは、救命士規則第２１条に規定する救急救命処置をいう。 

第２条に次の１号を加える。 

（16）川崎市救急ワークステーションとは、救急救命士が行う救急救命処置に

関する技能の向上を図ることを目的として、市立川崎病院内に設置された研

修施設をいう。 

 第７条を次のように改める。 



 （救急隊の編成） 

第７条 救急隊は、救急自動車１台に救急隊員３人以上をもって、又は航空機

１機に救急隊員２人以上をもって編成する。ただし、傷病者を一の医療機関

から他の医療機関へ搬送する場合で、規則第５０条に規定する要件を満たす

場合には、救急自動車１台に救急隊員２人をもって編成することができる。  

２ 消防長は、状況により医師、看護師その他医療関係者の搬送又は特殊な救

急用資器材の搬送が必要と認めるときは特別な任務を付与した救急隊を、一

時的に救急需要が増加し、又は増加が見込まれるときは非常用救急自動車を

もって編成する救急隊を、編成することができる。  

３ 救急隊は、救急隊長及び隊員（機関員を含む。以下同じ｡）をもって構成

し、そのうち１人以上は救急救命士とする。  

４ 救急隊員に事故あるときは、救急資格者をもって充てる。 

 第８条中「、次の各号のいずれかに該当する者」を「、救急資格者」に、「 

、消防司令補」を「又は消防司令補」に、「、救急隊員」を「、隊員」に改め 

、同条各号を削る。 

 第９条の見出しを「（救急隊員等の現況管理）」に改め、同条中「、救急隊 

員」を「、前条に定める救急隊員及び救急救命士のうち消防署長が必要と認め 

る者」に改める。 

 第１０条第１項中「救急隊員」を「隊員」に改め、同条第２項を次のように 

改める。 

２ 救急隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務の処理並びに傷

病者及び隊員の安全管理に努めるとともに、平素から技能の向上を図るため

、隊員に対して必要な指導を行わなければならない。 

第１６条中「第１２条の２第６項」を「第１２条の２第８項」に改める。 

 第１７条第２項中「（平成１７年消防局訓令第８号）」を「（平成２８年消



防局訓令第３号）」に改める。 

第２８条第３号中「第７条、第２１条、第２６条及び第４７条」を「第２１ 

条、第２６条、第４４条の９及び第４７条」に改める。 

 第３０条中「、准看護師」の次に「、救命士法第２条第２項に規定する救急

救命士」を加える。 

第３０条第２項中「、准看護師」の次に「、救命士法第２条第２項に規定す

る救急救命士」を加える。 

 第３８条第１項中「救急救命士及び」を削り、同条第３項に次の１号を加え

る。 

（３）特定行為を実施する上で必要な研修 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


